
■建築物の地震に対する安全性に係る認定について■ 

 
【安全性に係る認定について】 

建築物の所有者は、地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請する

ことができます。 

 

【認定によるメリット】 

〇認定を受けた建築物に対し、基準適合認定建築物に係るプレート（図１）注１を建物の出

入口等の人目につきやすい位置に掲示することで、耐震性をアピールすることができま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．基準適合認定建築物に係るプレート 

（建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 別記様式 第十五号様式） 

 

注１ 上記プレートを使用する場合は、必ず所管行政庁からの認定を受けてから作成してください。 

また、様式については、（一財）日本建築防災協会の HP からダウンロードできます。 

 
 
 



【安全性に係る認定手続きフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 構造関係規定以外の法適合性については、設計者が責任をもって確認をする。 

※２ 「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイ

ドライン」（平成 26 年 7 月）に基づいて、建築当時の建築基準法等への適合の報告を求める。民間

指定確認検査機関が実施。 

※３ 在来軸組工法の木造建築物など簡易に適合判定が可能なものは、基本的に不要とし、審査の中で確

認を行う。 

旧耐震建築物 

認定対象外 

耐震性を確保・確認し再申請 

検査済証の有無 

市の耐震補助事業利用 

ガイドラインによる 

建築基準法適合状況調査※2※3 

有 
認 定 申 請 ※ 

図書（建築確認申請時の図書、耐震診断・耐震改修図面）と現況建築物の整合確認を実施 

建築物の耐震改修の促進に関する法律第 22 条認定 

検討書、施行状況報告書等を添付 認定対象外 

再度評定書等を取得し再申請 

新耐震建築物 時刻歴応答計算等を 

行っている 

大臣認定取得建築物 

（建築基準法 38 条） 

検査済証の有無 
耐震性の有無 

無 

耐震判定委員会による 

第三者評価※1※3 

事 前 相 談 

提出先：建築指導課  必要書類：各ルート次ページ参照 

無 有 有 無 

有 

無 

整合 軽微な変更あり 
不整合・ 

耐震性に問題あり 

①ルート ②ルート ③ルート ③ルート ③ルート 



【必要書類】 

①ルート 

 様式第 12 号、構造計算書、付近見取図、配置図、各階平面図、基礎伏図、各階床伏図、

小屋伏図、構造詳細図、現況報告書（市の様式第 11 号） 

②ルート 

様式第 12 号、検査済証、付近見取図、配置図、現況報告書（市の様式第 11 号） 

③ルート 

 様式第 13 号、様式第 6 号（木造がある場合）、第三者評価（評定）書、付近見取図、配

置図、現況報告書（市の様式第 11 号） 

 

※【留意事項】 

申請書類は、正副 2 部作成してください。 


